
 

東小学校適正規模地区委員会では、平成２０年１１月から東小学校の適正規模化について検

討協議を進めてまいりました。このたびその検討結果を下記のように「報告書」としてまとめ、

３月２３日（火）に市教育委員会あて提出しましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東小学校適正規模地区委員会だより 

           東小学校 適正規模地区委員会    平成 22 年 4 月 1 日 No.6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 この報告書の提出をもって、東小学校適正規模地区委員会は解散することとなりますことを
合わせてご報告いたします。 

なお、東小学校保護者の皆様には、学校を通して、３月２４日に配付させていただきました

のでご了承ください。また、たよりの配付時期等につきましては、３月１０日の自治会長会議

において東地区の自治会長さん方に、ご説明いたしました。 

◆「委員会だより」は後日ホームページ上にも掲載いたします 

（http://www.city.maebashi.gunma.jp/kbn/15400073/15400073.html） 

◆問い合せ先：前橋市教育委員会学校教育課教育企画係（適正規模地区委員会事務局）

電話：０２７－８９８－５８６５（直通） FAX：０２７－２２１－３４１８ 


